
●　租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税

の特例」に該当する方は、通常の記載と異なりますので、詳しくは、国税

庁ホームページの「A1-3　所得税及び復興特別所得税の予定納税額の

減額申請手続」をご覧ください。

年分

年分

令和８

令和８

「　の金額　課税分離短期譲渡の金額　課税分離長期「　の金額　課税分離短期譲渡の金額　課税分離長期

賞与などの収入金額を基として国税庁ホー

⑪

ムページの「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減

額申請手続」をご覧いただき、「給与所得の速算表」により求め

た金額（所得金額調整控除の適用がある場合には、適用後の金額）

を書きます。

　⑪欄については、合計所得金額を書きます。合計所得金額とは、⑧

欄の金額と、上記イからトまでの所得がある場合のその所得金額（上

記イ及びロの分離課税の土地建物等の短（長）期譲渡所得については

特別控除前の金額）及び退職所得金額を合計した金額です。

〜⑪ ⑨欄及び⑩欄については、次の所得がある場

合にその所得の種類とその所得金額を書きます。

⑫

１の⑷のイからトまでの所得

がある場合に、次により求めたこれらの課税される所得金額（㉔、

㉕の各種の金額）に対する税額を書きます。

６  「災害減免額、所得税に係る分配時調整外国税相当額控
除及び外国税額控除額」㉟欄……該当する文字を〇で囲んだ上、

災害減免額並びに所得税に係る分配時調整外国税相当額控除及び外国

税額控除額の合計額を書きます。

（注）所得税に係る分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除額に

は、分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除額のうち、復興特

別所得税の額から控除される金額は含まれません。

●　７月減額申請をした方が、11月減額申請をする

場合の書き方や、この申請書の書き方等につい

て、お分かりにならない点がありましたら、

国税庁ホームページの「A1-3　所得税及び復興

特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を

ご覧ください。

して

国税庁ホームページのタックスアンサ

ー「配当所得があるとき（配当控除）」をご覧いただき、計算してくだ

さい。

国税庁ホームページのタックスアンサー「税額

控除」をご覧ください。

６月30日（11月減額申請の

場合は10月31日）現在の状況で令和８年分の控除額を見積もって書いて

ください。

８「予定納税額」㊵、㊶欄
(1)　７月減額申請の場合

　　「第１期分」㊵欄　それぞれ「申告納税見積額」㊴の金額の－に当た

　「第２期分」㊶欄　る金額を書きます。

(2)　11月減額申請の場合

　　「第１期分」㊵欄……税務署から通知された第１期分の税額又は7月

減額申請で承認された第１期分の税額を書きます。

　　「第２期分」㊶欄……｛「申告納税見積額」㊴－「第１期分」㊵｝×－に

当たる金額を書きます。

　　ただし、特別農業所得者は、「申告納税見積額」㊴の金額の－に当た

る金額を書きます。
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９ 申請書に添付が必要な書類
　この申請書を提出するときは、申告納税見積額の計算の基礎となる事実

を記載した書類を添付する必要があります。

　　　　　　　　　　　　　　国税庁ホームページの「A1-3　所

得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」をご覧い

ただき、「所得税の税額表」で求めた税額を書きます。

　　　　　　　　　　　　　 　国税庁ホームページの「A1-3

所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を

ご覧いただき、「令和８年分　所得税の税額表等」の「山林

所得に対する所得税の税額表」で求めた税額を書きます。
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